
平成28年 5月２７日

５月２０日（金）に、魚野川流路工にてｾｰﾌﾃｨｰｸﾗｲﾏｰ工法の見学会を行いました。

見学会には、湯沢砂防事務所職員、管内の施工業者を併せて計２４名が参加しました。

ｾｰﾌﾃｨｰｸﾗｲﾏｰ工法とは、高所急傾斜地での掘削・整形・除根等の作業を完全な機械無人化施工で

行う工法で、湯沢砂防事務所管内では初めて実施するものです。

湯沢砂防事務所では、今後も新技術を積極的に活用し、安全性の確保と、建設現場の生産性向上に

取り組んでいきたいと考えています。
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どんな原理で
浮いているの？

斜面に沿ってV字形に張設した
ワイヤーに斜面上でも稼働出来
る専用機を吊り下げています。

オペレーターの方に
指導してもらい
操作をしました！
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